
■　その他の社会連携活動
・島田市市税滞納審査会委員／静岡市精神医療審査会委員／静岡県弁護士会綱紀委員会委員
・日本犯罪社会学会理事／日本司法福祉学会理事／法と心理学会理事

■　相談に応じられる関連分野
・社会内処遇／再犯防止
・少年法／少年非行対応
・福祉・教育など付随する隣接分野
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キーワード：社会内処遇、更生保護、保護観察、司法と福祉の連携、少年非行、少年法

■ 個人研究者　　□ 研究者・学生等による共同プロジェクト　　□ プロジェクト研究所
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■犯罪行為者の社会復帰
刑事事件の処理をするプロセスの中に、犯罪行為者が
社会内処遇を受けて社会復帰を目指すという段階があ
ります。近年、社会復帰をよりよく果たすためには、
福祉領域を中心とした他分野との連携が重要であると
言われ、「司法と福祉の連携」が１つのトピックとなっ
て い ま す。 ま た、「 治 療 的 司 法（TJ＝Therapeutic 
Justice）」や「問題解決型裁判所」など新しい概念も登
場しています。処遇に関する実務家や、社会福祉の専
門家などと協力しながら、よりよい社会復帰のための
条件、そのために必要な制度設計や、望ましい連携の
あり方などの理論的制度的な探求を行っています。

■少年非行と少年法の手続
少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を
行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」法律です。少年非行に対応する
ため、家庭裁判所での少年審判という手続と、処遇を行うための保護処分という仕組みを持っています。2022
年には少年法の大きな改正がありましたが、来年2024年は、国連児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）
に日本が批准して国内で効力を生じてから30年になります。権利条約という国際準則の観点から日本の少年法
や教育・福祉を見返してみて、将来のあり方を改めて考えてみる絶好の機会と言えるでしょう。
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■少年法・刑事法・刑事政策を専攻する法学研究者の対馬から、権利基
盤アプローチをベースとする理論研究・制度研究をおこなっています。
研究者のほか、臨床家や現場の実務家との共同研究に多く携わってきて
います。成果は書籍等で公表しています。
■成果例・左＝武内謙治編『少年事件の裁判員裁判』（現代人文社・
2014年）／右＝刑事立法研究会編・土井政和=正木祐史=水藤昌彦=
森久智江責任編集『「司法と福祉の連携」の展開と課題』（現代人文社・
2018年）
■サステナビリティセンター副センター長も務めています。

【代表的な研究テーマ】

□ 犯罪行為者の社会復帰
□ 少年非行と少年法の手続
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